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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（  情報学   ） 氏名   KARGBO MORRIS Kensuke Abu 

論文題目 
Patient Information Sharing using a Socio-technical Approach 
（社会技術的アプローチを用いた患者情報の共有） 
 

（論文内容の要旨） 
 
 医療現場、特に救急場面において、医療者が適切な医療を遂行するためには、患者
情報を必要なタイミングで適切に把握できるようにすることが重要である。医療者
は、必要な情報を、電子カルテから直接取得するだけでなく、患者の主治医などの医
療関係者、患者の家族などの患者の関係者など、様々なチャンネルの中から、最も効
果的かつ迅速に情報を取得できるチャンネルから情報を取得することになる。 
 
 複数医療機関の電子カルテのデータを一箇所に集約したEHR（Electronic Health R
ecord）は、医療者の情報取得を効果的にするものと期待されている。しかし、一箇
所にデータを集めるEHRは患者のプライバシー侵害に対する懸念を生じさせることに
なる。一般的には、患者の同意の元で、EHRにある医療情報に医師はアクセスするこ
とになるが、救急の場面のように、患者に意識がなく、医師に閲覧の同意を与えられ
ない場合には、困難が生じる。プライバシー保護が優先されると医師は医療データに
アクセス出来ず、医療データアクセスが優先されるとプライバシー保護が蔑ろにされ
ることになる。 
 
 本研究では、社会技術的アプローチを用いて、上記の問題を解決する新しい方法の
検討を行った。具体的には、救急医療従事者と患者を取り巻く集団とのインタラクシ
ョンのあり方をエスノグラフィーの手法、具体的には救急現場でのコミュニケーショ
ンの観察し、患者の代理人を通じて同意取得手続きが適切に行われた上での情報共有
を可能にするモバイルアプリケーションをデザインした。具体的には、EHRへのアク
セス許可を与える代理人には、近親者、医療者、法的代理人の三種類があるが、近親
者が好まれること、近親者は患者に付き添っているときにも遠隔地にいるときにも代
理人としての役割を果たす場合が多いことから、救急現場、遠隔地の何れにいてもEH
Rへのアクセスを、予め定めた近親者が与えられる仕組みが求められることなどが明
らかになった。 
 
 次に、デザインされたシステムのコンセプトについて、患者と医療者の両方から評
価を受けた。 
 
 患者側からの評価では、医療データの医療者への共有シナリオを複数提示し、匿名
質問紙票方式で調査し、310名の回答を得た。調査の結果、意識喪失時に医療者が自
らのデータにアクセスする場合に、代理人による情報アクセス制御を求める者は三割
程度存在し、意識喪失時にどの情報に誰がアクセスしたかを事後確認したい者は相当
数存在することが明らかになった。また、患者の年齢層や個人情報の取扱に対する意
識の違いによって、代理人に求める役割や提供された情報に関する事後確認の要求に
違いがあることが明らかになった。具体的には、個人情報の取扱を意識する層は、意
識喪失時に代理人による情報アクセス制御を求める傾向があった。また、意識喪失時
に行われた情報アクセスについては、若年者は特にセンシティブな情報についての
み、高齢者は全ての情報について事後確認したいといる要求があることが明らかにな
った。これらの結果から、情報システムは様々な要求に応えられるよう細かなオプシ
ョン設定が必要であることが明らかになった。 



 

 

 医療者側の評価では、3名の救急医に半構造化インタビューを行い、構築したプロ
トタイプシステムの利点・欠点・懸念点について評価を受けるともに、プロトタイプ
システムのユーザビリティについて半構造化インタビューによる評価を受けた。前者
の評価の結果、プロトタイプシステムは、情報セキュリティに関する懸念があり、ま
た、機能面で十分でなく、特に高齢の医師が利用することが可能かどうかに懸念があ
るものの、医療者の情報収集に伴うストレスを軽減する効果が期待されることが指摘
された。また、後者の評価の結果、SUSスコア70以上の高い評価が得られた。 
 
 以上の調査の結果から、調査対象の約三割が救急時の情報アクセス制御を求め、プ
ロトタイプを評価した救急医が提案コンセプトは有用であり、将来の医療現場で利用
可能であると評価された。 
 
 最後に、本研究では、救急医療関係者の間で広く業務目的で活用されているSNSを
高度化することで、医療者同時のコミュニケーションの円滑化を図るため、救急医間
のSNSによるコミュニケーションを後方視的に分析し、その内容をカテゴリ分けする
ことを試みるとともに、必要な機能について分析した。分析の結果、コミュニケーシ
ョン内容の自動タグ付けの他、情報集取要求のSNSコミュニティ内での拡散、画像の
タグ付け、通知のサマリと言った機能が必要になることが明らかになった。 
 
 本研究を通じて、医療現場のコミュニケーション確立のプロセスにおける、代理人
の社会的役割が明らかになるとともに、EHRのような大規模情報共有システムに対す
る患者の期待などを明らかにすることができた。また、本研究によって、代理人の役
割を活かして医療者と患者の情報共有を円滑化する情報システムが、救急現場におけ
る情報共有に対する社会的バリアを下げることが示唆された。 
 
 本研究は、観察、シナリオベースの半構造化インタビュー、プロトタイプシステム
によるユーザビリティ評価など、一連のデザイン手法を用いて、様々なステークホル
ダーが関わるコミュニケーションの有り様を分析し、代理人というコミュニケーショ
ンの仲介を行う注目されてこなかった人物に焦点を当てることで、その円滑化の手法
を探る一連のプロセスを実践する研究である。本研究の結果得られた知見によって、
情報通信技術を用いた医療現場における医師＝患者間や、医療者間のコミュニケーシ
ョンの円滑化の実現が期待されるだけでなく、ここで確立された分析手法が適用され
ることで、新しいコミュニケーション支援手法がデザインし易くなることが期待され
る。 
 
 
 

 



 

 

（続紙 ２ ）                            

 
（論文審査の結果の要旨） 
 
 救急医療などの現場で適切な医療を提供するためには、患者の治療に必要な情報
を効率よく医療者が入手できる仕組みが必要である。EHR（生涯電子カルテ）はその
手段として期待されているものの、個人情報の取扱に対する患者の一定の懸念は常
に存在する。医療情報アクセスの社会的障壁を下げる何らかの手段が求められる。 
 
 本研究は、社会技術的アプローチをとることにより、医療現場におけるコミュニ
ケーションでこれまで注目されてこなかった役割の人物である「代理人」に焦点を
当てることで、医療者と患者の情報共有における社会的障壁を下げる情報システム
をデザインし、その社会的受容について評価した研究である。 
 
 本研究の結果、主に近親者を代理人として、救急現場、或いは、遠隔地から、モ
バイルアプリケーションを通じて医療者に情報アクセス権を提供する仕組みを導入
することで、3割程度存在する緊急時の個人情報取扱に不安を持つ層の情報管理要求
に応えるとともに、救急医等の医療者の情報収集に対するストレスを化現できる可
能性が示唆された。 
 
 本研究は、医療現場における情報共有という具体的問題を解決する、社会情報学
的に価値のある研究であると伴に、コミュニケーション支援情報システムのデザイ
ン法の確立と実践を通じてその可能性を示した、デザイン学的にも価値のある研究
であると評価された。 
 
 よって、本論文は博士（情報学）の学位論文として価値あるものと認める。ま
た、令和2年8月17日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、
合格と認めた。 
 
 なお、本論文は、京都大学学位規程第14条第2項に該当するものと判断し、公表に
際しては、令和3年4月30日までの間、当該論文の全文に代えてその内容を要約した
ものとすることを認める。 
 

 
要旨公開可能日：   年   月   日以降 

 
 


